
 

千葉県 PPP／PFI 地域プラットフォーム 

サウンディング案件概要書 

 

■記入票 

項目 記入欄 

１．団体名 鴨川市建設経済部商工観光課 

２．事業名 旧鴨川市市民会館跡地活用事業 

①事業内容 本市では、日本の渚百選に選ばれる「前原横渚海岸」周辺の活性化に取り組んでお

り、その将来像を定める「鴨川市海辺のグランドデザイン」を策定した。 

グランドデザインでは、旧鴨川市市民会館跡地及び鴨川市魅力体験広場を地域活

性化の拠点として捉え、地域活性化を目指すとしている。 

令和６年６月に施設解体工事を完了し、更地となった旧鴨川市市民会館跡地の活用

について、民間の資金力やノウハウを活用し、ＰＦＩ手法等を用いて事業の推進を目

指している。 

②事業の種類 

※該当する番号に〇 

（複数可) 

１．新設       ２．建替え       ３．改修       ４．管理運営のみ 

５．公有地活用  ６．包括委託 

７．その他（                     ） 

③施設等の用途 新たな観光拠点及び民間機能の複合施設の整備 

３．サウンディングの目的  

①検討ステージ 

※該当する番号に〇 

(１つのみ) 

１．事業発案 
※事業の市場性や有効性、実現可能性等、民間事業者から自由度の 

高い助言・提案を希望する段階 

２．事業化検討 
※事業化に向けたより有益な助言・提案事業者の参加意向や、事業者

がより参加しやすい公募条件を把握する段階 

３．事業者選定 
※要求水準書等の解釈等を確認し、 民間事業者への理解を深めると

ともに、提案の精度向上を図る段階 

４．その他（                          ） 

②目的 

※詳細は「８.対話内容」に記載 

民間の資金力やノウハウを活用し、ＰＦＩ手法等を用いた事業の推進を目指している

が、どのような条件を設定すれば BTO、BOT などによる民間参入が見込めるのか

等を把握するため、サウンディングを実施する。 

４．事業対象地の概要  

①所在地（交通情報含む） 鴨川市横渚 808 番 5 ほか（安房鴨川駅から約 300ｍ） 

②敷地面積 3,477.75 ㎡（おおよその利用可能面積：2,586 ㎡） 

③土地利用上の制約 ・非線引き都市計画区域、近隣商業地域 

 【建ぺい率 80％、容積率 200％、斜線制限勾配（道路斜線 1.5、隣地斜線 2.5）】 



 

・準防火地域 

・津波浸水想定区域に該当 

④所有者 鴨川市 

⑤周辺施設等 ・日本の渚百選である「前原横渚海岸」が立地し、夏期期間には海水浴場が開設さ

れる。 

・JR 安房鴨川駅からおおよそ 300ｍの距離に立地している。 

・駅前に銀行、コンビニ、イオンが立地している。 

・遊具等を備えた「鴨川潮さい公園」が隣接している。 

・道路を挟んだ南側に「市営芝浜駐車場」（収容台数約 125 台）が立地している。 

・海岸プロムナード沿い約１ｋｍ南側に立地する飲食可能な民間の商業施設

（Kamogawa SEASIDE BASE）がある。 

⑥対象地周辺の一般的な

イメージ 

・古くからの中心市街地であり、近年では閉店する店舗が増えている。 

・海岸沿いにはリゾートマンション数件が立地している。 

・夏期期間には海水浴場が開設される。 

・通年でサーフィン目的で訪れる方や、ランニング、散歩をする市民がいる。 

・国道からのアクセスが悪い。 

・繁忙期（夏季期間の休日など）には、駐車場不足による路駐などが散見される。 

⑦その他 

（上記項目以外の情報、 

特徴、留意点等） 

・境界未確定（令和７年度に境界確定予定） 

・ＪＲ安房鴨川駅の１日平均乗車人数は 1,107 人である。（令和５年度実績） 

・JR 安房鴨川駅では、東京駅行きの特急わかしおが運航されている。（おおよそ

120 分の乗車時間） 

・JR 安房鴨川駅には、東京駅に直通の高速バスが運航されている。（おおよそ 140

分の乗車時間） 

・対象となる「鴨川地区」の人口は、5,380 人（R5.4.1 時点。市全体 31,064 人） 

・海岸プロムナード沿い約１ｋｍ南側に立地する飲食可能な民間の商業施設

（Kamogawa SEASIDE BASE）を含む魅力体験広場の利用者数は、年間９万人

である。（令和５年実績） 

・北側２キロの位置に観光施設「鴨川シーワールド」が立地する。（年間おおよそ

100 万人の入込がある 

５．対象施設の概要  

(１)建物 既存 整備後 

①施設名称   



 

②施設の延床面積   

③建物の構成 

（構造・階数） 

  

④主な施設の内容・ 

導入機能 

  

⑤運営状況 

（運営主体、事業手法等） 

  

⑥その他 

（上記項目以外の情報、特徴、 

留意点等） 

  

(２)インフラ系（上下水道・道路等） 既存 整備後 

①施設名称   

②規模・能力等   

③運営状況 

（運営主体、事業手法等） 

  

④その他 

（上記項目以外の情報、特徴、 

留意点等） 

上水道：引き込みあり 

下水道：なし。浄化槽設置の必要あり 

道路：敷地南側に建築基準法第 42 条第

１項第１号の道路 

 

６．事業環境  

①人口、高齢化率 鴨川市人口 30,501 人／高齢化率 39.8％（令和６年４月１日時点） 

②対象地周辺の人口構成 ０～14 歳：2,566 人（8.4％）  

15～64 歳：15,810 人（51.8％）  

65 歳以上：12,478 人（39.8％） （令和６年４月１日時点） 

③周辺市民・関係機関の 

意見 
鴨川市海辺のグランドデザイン策定時に関係団体との意見交換、市民向けシンポジ

ウム等を実施（グランドデザインＰ45 以降を参照） 

７．事業関連  

①現状及び課題 ・検討用地は更地であり、一部埋設物がある。 

・夏期期間に前原海水浴場を開設している。 

・日本の渚百選である「前原横渚海岸」が望める。 

・海沿いプロムナードにヤシの木が植えられており、南国のムードが漂う。 



 

・遊具等を備えた鴨川潮さい公園が近接する。 

・道路を挟んだ南側に市営芝浜駐車場（125 台）が立地する。 

・国道からのアクセスが悪い。 

・繁忙期では駐車場不足が生じる。 

②目的、考え方、基本方針 ・旧市民会館跡地に観光の拠点となる施設を整備し、観光振興を図る。 

・旧市民会館跡地と既に機能を備えた魅力体験広場を前原横渚海岸周辺エリアの

拠点として、エリア一体の活性化を図るものとする。 

・拠点整備に当たっては、魅力体験広場に整備した機能や周辺の民間店舗の機能を

踏まえて施設機能を検討する。 

③前提条件 ・民設民営の施設整備を目指し、当該施設の一部に観光拠点機能となる行政機能を

整備する。 

・閑散期（夏季期間以外）における観光客誘致を図る。 

・鴨川シーワールド来訪者、宿泊施設利用者など既に鴨川市に訪問される方が立ち

寄るスポットとしての機能を検討する。 

・魅力体験広場を含めた周辺店舗に配慮した中で必要な機能を検討する。 

・海辺のグランドデザインに示された取組を踏まえた事業を検討する。 

④事業スケジュール 令和７年度及び令和８年度にサウンディングなど調査や施設の基本計画策定業務

を行い、事業者の募集に向けた事務などについては、令和９年度を目指している。

（現時点での予定） 

８．対話内容 ○官民連携手法としてどのような手法が想定され得るか、また、どの手法が適して

いるかご提案いただきたい。 

○民設民営を目指す場合、どのような条件（隣接する公園・プール跡地の活用など）

であれば実現可能性が高くなるのかご提案いただきたい。 

９．対話を希望する業種 

※該当する番号に〇（複数可） 

※希望業種の事業者の参加を 

確約するものではありません。 

１．設計      ２．建設      ３．ビル管理    ４．金融 

５．保険      ６．不動産    ７．運営  

８．その他（           ） 

 


